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R7.03.11

南城市立船越小学校創立８０周年記念事業実行委員会会則（案）

第１章 総 則
（名称・事務局）

第１条 本会は、南城市立船越小学校創立８０周年記念事業実行委員会（以下「実行委
員会」という）と称し、事務局を船越小学校に置く。

所在地 南城市玉城字船越９６０番地
名 称 南城市立船越小学校 電話 098-９４９-７１０８

（組 織）
第２条 本会は、船越小学校ＰＴＡ会員、卒業生及び本会の趣旨に賛同する者をもって組

織する。

第２章 目的及び事業
（目 的）

第３条 本会は、南城市立船越小学校創立８０周年の記念事業を達成することを目的とす
る。

（事 業）
第４条 本会は、前条の目的を達成するために次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 記念式典に関すること
(2) 記念誌の発刊に関すること
(3) 教育環境の整備と充実に関すること
(4) その他、本会の目的達成に必要な事項に関すること

第３章 役 員
（役 員）

第５条 本会には次の役員を置く。
会 長 １名
副 会 長 ２名（１名はＰＴＡ会長を充てる）
事務局長 １名
事務局次長 １名
書記・会計 ２名
各専門委員長 １名
各専門副委員長 １～２名
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（顧 問）
第６条 本会に若干名の顧問を置く。顧問は、本会の諮問に応ずる。

（役員の選出）
第７条 役員の選出は次のとおりとする。
(1) 会長、副会長、監事は総会で選出する。
(2) 各正副委員長、事務局長、事務局次長、書記会計は会長が委嘱する。

（役員の職務）
第８条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、会を代表して会を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじ

め指名した順序でその職務を代理するとともに、又はその職務代行をする。
(3) 専門委員会委員長は、本会の事業の企画運営（実践活動）をする。
(4) 事務局長は事務局を統括し、会長の指示を受け書記・会計を掌握する。

（監 事）
第９条 本会に監事３名を置く。監事は実行委員会の経費運用に関し、次の各号に規定

する業務を行う。
(1) 実行委員会の経費の状況を監査すること
(2) 経費の運用状況又は業務の執行について、役員会及び解散総会の場で報告する

こと。

（専門委員会の職務）
第１０条 第４条の事業を遂行するため専門委員会を組織し、次の職務を行うものとする。
(1) 総務委員会 ・・・式典、記念事業の企画立案と各委員会との連絡調整を

すること。
(2) 財務委員会 ・・・実行委員会の財務、予算、決算に関すること、募金計画

と募金活動に関すること。
(3) 記念誌編集委員会 ・・・記念誌の編集・発刊に関すること。
(4) 事業計画委員会 ・・・記念事業の遂行及び学校内の環境整備等に関すること
(5) 事務局 ・・・実行委員会役員会との調整、各委員会との連携及び連

絡調整、対外的な折衝事項に関すること。

（役員の任期）
第１１条 本会の役員の任期は、事業完了までの期間とする。
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（役員の報酬）
第１２条 書記・会計は有給とし、その他の役員は無償で誠意と奉仕の精神で職務を遂行

するものとする。

第４章 会 議
（総会）

第１３条 総会は、第２条で規定する者で構成し、本会の最高議決機関とする。
（１） 総会は会長が招集する。（実行委員会総会は学校長並びにＰＴＡ会長が招集する）
（２） 総会の議長は会員の中から選出し、議事は出席者の過半数でもって決議する。
（３） 総会は、次の事項を行う。
① 会則の制定及び改廃
② 会長、副会長及び監事の選出
③ 予算及び決算の承認
④ 事業計画の承認
⑤ その他の必要な事項

（評議員会）
第１４条 評議員会は、第５条で規定する役員及び各専門委員、ＰＴＡ各支部の支部長で

構成し、会長が招集する。
（１） 総会から委嘱された事業及び緊急かつ重要な案件を審議決定する。
（２） 会長が必要に応じて招集することができ、総会に代わる議決機関である。

（役員会）
第１５条 役員会は第５条で規定する者で構成し，次の事項を行う。
(1) 総会の決議事項の遂行にあたる。
(2) 企画運営を図るとともに事業を推進する。

（専門委員会）
第１６条 専門委員会は会長が委嘱した者で構成し、総会の決議を得て、次の事項を行う

(1) それぞれが委託された事業について、具体的計画を立て、推進する。

（解 散）
第１７条 本会の解散は、記念事業終了後の解散総会で決議されたときをもって解散とす

る。

第５章 経費及び会計
（経費の構成）

第１８条 本会の経費は次のとおりとする。
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(1) 寄附金等
(2) 積み立て金
(3) その他の収入

（経費の管理）
第１９条 本会の経費は、会長の監督のもと会計担当が管理・保管する。

（事業の収支に係る予算）
第２０条 本会の事業の収支に係る予算は、実行委員会総会の場で承認を得るものとす

る。

（収支決算）
第２１条 本会の収支決算は、会長及び副会長の監督・承認のもと、会計担当で作成し、

評議員会及び役員会での審議の後、監事の監査を受け、実行委員会解散総会の
場で承認を得るものとする。

（権利の放棄）
第２２条 本会の会計期間は、本会の結成より事業完了（解散）までとする。

（余剰金の処分）
第２３条 本会の事業完了後、余剰金が生じた場合は学校へ寄附する。

第６章 補 則

（書類及び帳簿の備付等）
第２４条 本会には、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、評議員会並び

に総会の承認を得た場合、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限り
ではない。

(1) 役員の名簿並びに組織図
(2) 寄附者名簿
(3) 趣意書
(4) 金銭出納簿（収入支出に関する帳簿）
(5) 会議録（役員会，評議員会及び総会の議事に関する書類）
(6) 事務局作成資料並びに外部発送書類等
(7) 預金通帳等
(8) その他必要な書類及び帳簿

附 則
この会則は、令和７年３月２５日より施行する。


